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北
方
領
土
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ロ
シ
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不
法
支
配
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
暮
れ
、
北
方
領
土
周
辺
の
ロ
シ
ア
の
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
で
ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
漁
を
し
て
い
た
我
が
国
の
漁
業

会
社
四
社
が
、
ロ
シ
ア
側
に
資
金
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
日
本
の
漁
船
が
不
法
支
配
す
る
ロ
シ
ア
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で

漁
を
す
る
時
、
ロ
シ
ア
の
国
境
警
備
局
が
乗
り
込
み
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
事
件
が
起
こ
っ
た
が
、
本
来
、
北
方
領
土
は
我
が

国
固
有
の
領
土
で
あ
り
、
こ
の
周
辺
の
海
に
お
い
て
は
自
由
に
漁
を
し
て
い
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
効
支
配
を
強
め
て

い
る
ロ
シ
ア
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
扱
い
に
な
っ
て
お
り
漁
獲
量
を
決
め
る
際
、
交
渉
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
現
状
に
、
先
の
よ
う
な
事

件
が
起
こ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

国
家
と
し
て
こ
の
理
不
尽
な
状
況
を
到
底
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
領
土
問
題
を
北
方
四
島
の
帰
属
に
関
す
る
問
題
と
位

置
づ
け
、
歴
史
的
・
法
的
事
実
を
基
盤
と
し
た
明
確
な
交
渉
指
針
を
示
し
た
一
九
九
三
年
の
東
京
宣
言
に
基
づ
き
、
今
一
度
国

際
的
に
法
令
整
備
を
急
ぐ
と
と
も
に
海
上
警
察
権
の
強
化
対
策
を
講
じ
る
べ
き
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

ロ
シ
ア
の
主
張
す
る
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

国
家
と
し
て
、
北
方
領
土
問
題
に
今
後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。一



三

昨
年
十
一
月
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
国
後
島
訪
問
、
先
日
の
セ
ル
ジ
ュ
コ
フ
国
防
相
の
択
捉
島
訪
問
な
ど
、
こ
れ

ま
で
の
ロ
シ
ア
の
北
方
領
土
実
効
支
配
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

国
境
水
域
で
の
漁
業
や
、
海
上
運
送
、
掘
削
な
ど
に
従
事
す
る
国
民
の
安
全
と
利
益
に
責
任
を
持
つ
べ
き
も
の
は
国
家
の

責
務
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

五

昨
年
十
二
月
、
随
分
遅
れ
て
ま
と
め
た
「
新
防
衛
大
綱
」
で
は
、
動
的
防
衛
力
の
中
に
は
中
国
に
言
及
し
、
島
嶼
攻
撃
に

対
応
す
る
意
志
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
北
方
領
土
に
お
け
る
ロ
シ
ア
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
根
拠
は
奈
辺
に
あ
る

の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


